
参考資料

第 回流域懇談会（ ）2 H20.11.20

配付資料

・今後の流域懇談会の進め方について

・住民への意見聴取方法について

・流域の現状と課題を踏まえた今後の議論の

進め方について
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資料－２

今後の流域懇談会の進め方について

国土交通省北陸地方整備局国土交通省北陸地方整備局

◆ 流域懇談会の流れ（案） 【当初】
＜河川整備計画＞

２２

＜河川整備基本方針＞

＜河川整備計画＞

河川整備基本方針（案）の作成

河川整備基本方針の策定、公表

社会資本整備審議会
意 見

河川整備計画案検討

河川整備計画（素案）の作成

河川整備計画（原案）の作成

第１回 阿賀野川水系流域懇談会
意見※１ ◇平成２０年３月１２日開催

・規約、進め方について
・河川の現況および課題について

（平成１９年１１月２２日付け官報公表）

第２回 阿賀野川水系流域懇談会
・現地視察（阿賀川管内）
・河川の現況および課題について
・水系一貫の河川整備の目標について

第４回 阿賀野川水系流域懇談会

地域住民からの意見聴取

意見※１

意見※２

意見※１

河川整備計画の策定

河川整備計画の公表

・河川整備計画（原案）について

県知事からの意見聴取
意見※３

第３回 阿賀野川水系流域懇談会 ・河川整備計画（素案）について
・地域住民からの意見聴取方法について

意見※１

平成19年度

平成20年度

※１：河川法第十六条の二第３項
※２：河川法第十六条の二第４項
※３：河川法第十六条の二第５項

現地視察（阿賀川管内）

現地視察（阿賀野川管内）

◇平成２０年９月１６日・２５日開催

◇平成２０年１０月２０日開催
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平成20年11月20日

阿賀野川水系河川整備計画の策定フロー

河
川
整
備
計
画
策
定

着
手

骨
子
案
の
作
成
・
公
表
（
河
川
管
理
者
）

住民意見の聴取

自治体意見の聴取

学識者意見の聴取

専門部会
（第２回）
【阿賀野川】
【阿 賀 川】

流域懇談会
（第４回）

結果の
公 表

原
案
の
作
成
・
公
表
（
河
川
管
理
者
）

自治体意見の聴取

整
備
計
画
案
の
作
成
・
公
表
（
河
川
管
理
者
）

住民意見の聴取
関係住民の意見を反映
させるために必要な措置

(河川法第16条の2第4項）

結果の
公 表

関係知事の
意見聴取

(河川法第16
条の2第５項）

関係知事
への

意見聴取

計
画
策
定

学識者意見の聴取

流域懇談会（第１回）
【新潟市：H20.3.12】

現地視察
【阿賀川：H20.9.16、25】
【阿賀野川：H20.10.20】

流域懇談会（第２回）
【会津若松市：H20.11.20】

専門部会（第１回）
【阿賀野川】
【阿 賀 川】

流域懇談会（第３回）
【新潟市】

結果の
公 表

結果の
公 表

結果の
公 表

住民意見の聴取

自治体意見の聴取

学識者意見の聴取

流域懇談会
（第５回）

専門部会
（第３回）
【阿賀野川】
【阿 賀 川】

結果の
公 表

河川に関し学識経験を
有する者の意見聴取

(河川法第16条の2第3項）

国土交通省北陸地方整備局国土交通省北陸地方整備局

阿賀野川水系流域懇談会の構成、各部会の審議事項

阿賀野川水系流域懇談会

阿賀野川水系流域懇談会
・規約など、懇談会の運営に関する事項

・流域住民から意見聴取する方法に関する事項

・報告を受けた事項に関し調整を行うとともに、懇談会としての意見
のとりまとめ

検討結果
報告

検討結果
報告

上流部会
・阿賀川河川事務所管理区
間の整備に関する事項

下流部会
・阿賀野川河川事務所管理
区間の整備に関する事項

専 門 部 会
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阿賀野川水系流域懇談会 専門部会 委員（案）

氏名 所属・役職 専門分野

阿部 護郎 会津南部土地改良区連合 理事長 農業利水

（ ）冠木 忠之 (財)日本野鳥の会 会津支部 自然環境 鳥類

菅家 一郎 会津治水事業促進期成同盟会 会長 地域社会

齊藤 栴朗 法人 会津阿賀川流域ネット 地域づくりNPO
ワーク 理事長

）坂下 諭 福島県植物研究会 自然環境(植物

長林 久夫 日本大学 工学部 教授 河川工学

中村 玄正 日本大学工学部 学術フロンティア 水質・水環境
事業研究員
（日本大学工学部前教授）

成田 宏一 会津生物同好会 自然環境
（魚介類）

野口 信一 会津若松市立会津図書館 館長 歴史・文化・文
芸・教育

古川 仁志 電源開発(株) 東日本支店 支店長 エネルギー
代理

馬渕 義雄 塩川町商工会長 観光・地域経済

氏名 所属・役職 専門分野

（ ）阿部 學 ラプタ－ジャパン（日本猛禽類研究 自然環境 鳥類
機構）理事長

伊藤 充 新潟市立新潟小学校 校長 歴史・文化・文
芸・教育

鹿島 武司 新潟県内水面漁業協同組合連合会 内水面漁業
専務理事

（ ）紙谷 智彦 新潟大学 農学部 自然科学系 自然環境 植物
教授

齋藤 吉平 麒麟山酒造(株) 代表取締役会長 観光・地域経済

佐々木 富夫 元新津市消防団 団長 防災・危機管理

清水 重蔵 ビュー福島潟 館長 地域づくり

永山 庸男 新潟大学大学院 技術経営研究科 経営学
技術経営講座 教授

細山田 得三 長岡技術科学大学 工学部 准教授 河川工学

天野 市榮 阿賀野川治水協会 会長 地域社会

本間 義治 新潟大学 名誉教授 自然環境
（魚介類）

松田 昭悦 阿賀用水右岸土地改良区連合 農業水利
理事長

三沢 眞一 新潟大学 農学部 教授 農業土木

山田 正 中央大学 理工学部 教授 河川工学

渡辺 英美子 新潟日報社 情報文化センター 歴史・文化・文
情報文化部長兼論説委員 芸・教育

【上流部会】 【下流部会】
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住民住民へへのの

意見聴取方法について意見聴取方法について

資料－３

河川整備計画策定の各段階における河川整備計画策定の各段階における

住民意見聴取の目的住民意見聴取の目的

・原案及びこれまでの意見聴取結果を知らせる。・原案及びこれまでの意見聴取結果を知らせる。
・・原案に対する意見を聴取する。原案に対する意見を聴取する。
・阿賀・阿賀野野川流域の意見を集約していく。川流域の意見を集約していく。

原原案案

段階段階

・骨子案の内容を広く住民に知らせる・骨子案の内容を広く住民に知らせる
・骨子案及び原案・骨子案及び原案策定策定に対する意見をもらう。に対する意見をもらう。

骨子案骨子案

段階段階

・今後の整備計画策定の取組みについて住民へ・今後の整備計画策定の取組みについて住民へ
知らせる知らせる

・今後の阿賀・今後の阿賀野野川に対する幅広い意見をもらう。川に対する幅広い意見をもらう。
→課題、議論の方向性について骨子→課題、議論の方向性について骨子案策定時案策定時
の参考とするの参考とする。。

検討着手検討着手

段階段階

目的目的意見聴取意見聴取



2

阿賀阿賀野野川における意見聴取方法川における意見聴取方法（案）（案）

・・縦覧コーナー設置による意見募集縦覧コーナー設置による意見募集

（阿賀野川河川事務所、阿賀川河川事務所、（阿賀野川河川事務所、阿賀川河川事務所、

沿川市町村役場等）沿川市町村役場等）

・・インターネット等による意見募集インターネット等による意見募集

（（事務所事務所HPHPへの掲載への掲載しし、、関係機関関係機関HPHPにリンク）にリンク）

既存の既存の施設や施設や広広
報媒体を利用し報媒体を利用し
た意見募集た意見募集

・・記者発表、自治体広報誌への掲載記者発表、自治体広報誌への掲載

・・事務所事務所HPHPへの掲載への掲載

・・縦覧コーナー、イベント等での掲示縦覧コーナー、イベント等での掲示 などなど

※※取り組み内容取り組み内容
や説明会等の事や説明会等の事
前広報前広報

・・説明会等説明会等での意見での意見聴取（流域市町村の公共施設）聴取（流域市町村の公共施設）

・パネル展・パネル展（イベント併設、流域市町村内の集客施設等）（イベント併設、流域市町村内の集客施設等）

説明会等説明会等を開催を開催
して意見して意見聴取聴取

具体的方法具体的方法（（メニューメニュー））種種 類類
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流域の現況と課題流域の現況と課題を踏まえたを踏まえた
今後の議論の進め方について今後の議論の進め方について

資料－４

河川整備計画の内容（案）

第１章 流域の概要

第２章 河川の現状と課題

第３章 河川整備の目標に関する事項

第１節 河川整備の基本理念

第２節 計画対象区間

第３節 計画対象期間

第４節 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標

第５節 河川の適切な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標

第６節 河川環境の整備と保全に関する目標

第４章 河川整備の実施に関する事項

第１節 河川の整備の実施に関する基本的事項

第２節 河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工

により設置される河川管理施設の機能の概要

第３節 河川の維持の目的、種類及び施工の場所

⇒⇒今回議論して頂く内容今回議論して頂く内容

第１章では支川を含めた流域全体を対象とし、第１章では支川を含めた流域全体を対象とし、
第２章以降は直轄管理区間を対象とする第２章以降は直轄管理区間を対象とする

→次ページに記載→次ページに記載
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【阿賀川】
直轄管理区間である長井橋下流～馬越堰
堤までの阿賀川本川31.6km、支川の日橋
川6.6km、湯川2.2km、及び大川ダム等
11.55ｋｍの計51.95km

概ね３０年間

計画対象区間計画対象区間

計画対象期間計画対象期間

◆計画対象区間及び期間◆◆計画対象区間及び期間◆

【阿賀野川】
直轄管理区間である河口から馬下までの
阿賀野川本川34.6km、支川の早出川4.6
kmの計39.2km

阿賀野川 阿賀川

新湯川

直轄管理区間

直轄管理区間

◆現状と課題（治水）◆

河川管理施設の維持
樹木管理

河川管理施設の老朽化・機能維持
河道内樹木の樹林化

防災情報の高度化、
避難体制の確立、

防災拠点の活用

氾濫被害の軽減のための水防、防災意
識の希薄化

減災(ｿﾌﾄ)

対策

水衝部の強化
河岸侵食・河床洗掘による危険箇所の
存在

質の確保

弱小堤の解消一部の区間で堤防断面が不足

堤防の強化浸透に対して弱い堤防の存在

維持管理

量の確保

断面不足の解消
川幅・低水路幅が狭く、樹木の繁茂に
より河積が不足する区間が存在

ネック部の解消
流下能力上のネック箇所の存在
（下流狭窄部区間、新湯川洗堰地点）

課 題現 状

阿賀川
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◆現状と課題（利水）◆

支川における水質の改
善新湯川の水質改善を図るべく、清流ル

ネッサンスⅡとして対策を実施

水質

合理的な水利用の促進
関係機関との連携

かんがい用水、水道用水、工業用水と
して利用

本川水質（ＢＯＤ７５％値）は環境基
準を満足

水利用
関係機関との連携、大
川ダムによる補給

渇水の多発

課 題現 状

阿賀川

宮古及び新湯川橋（湯川）のBOD75%値の経年変化
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宮古橋

新湯川橋（湯川）

環境基準B類型(BOD75%値3mg/L以下)

宮古はH14以降環境基準A類型
(BOD75%値2mg/L以下)

宮古地点の流況
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流量(m3/s)

豊水流量 平水流量

低水流量 渇水流量

宮古地点の正常流量 3.0m3/s

◆現状と課題（自然環境・空間利用）◆

市民団体等との連携による河
川愛護精神の高揚・強化

市民団体による川の指導者育成、
河川環境保全活動

地域との
連携

河川空間利活用の促進
継続的な環境学習等、河川環
境の理解の促進

水辺の楽校などの整備が進むと
ともに、河川のイベントなどが
開催されている。

空間利用

ごみの不法投棄
地域住民による河川愛護活動
自治体、ＮＰＯによる清掃活動

河川管理

「阿賀川らしさ」を形成して
いる環境の保全

多自然川づくり

ワンド、細流・湧水群など多様
な地形により、多様な動植物の
生息・生育環境を形成

地域住民との連携・協働した
河川管理の推進

カヌー、釣りや水遊びなど多く
の人々が利用

自然環境

河川景観の維持
磐梯山など雄大な自然景観およ
び歴史的資源に恵まれている

課 題現 状

阿賀川
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河川管理施設の維
持、樹木管理
総合土砂管理

河川管理施設の老朽化・機能維持
河道内樹木の樹林化
砂利採取の減少により土砂動態は小康状態

防災情報の高度化、
避難体制の確立、
防災拠点の活用

氾濫被害軽減のための水防、防災意識の希薄化
減災
(ｿﾌﾄ)対

策

河口部対策河口砂州の発達、形状変化による被災

水衝部の強化、河
床の維持

水衝部や床固下流の局所洗堀による危険箇所の
存在

質の確保

無堤区間､弱小堤
の解消

無堤区間、堤防断面不足の存在

堤防の強化、地盤
沈下対策

浸透､地震､漏水に対し弱い堤防の存在、地盤圧
密沈下による堤防形状の変化、旧河道上の堤防

維持管理

量の確保

ネック部の解消
流下能力上のネック箇所の存在
（床固め、ＪＲ羽越本線橋梁）

断面不足の解消
流下断面が小さいと共に、樹木の繁茂により河
積が不足する区間の存在

課 題現 状
◆現状と課題（治水）◆ 阿賀野川

◆現状と課題（利水）◆

良好な水質の維持

油脈からの油流出

水質

合理的な水利用の促進、
関係機関との連携

かんがい用水、水道用水、工業用水と
して利用

水質は環境基準（BOD75％値）を満足

塩水の遡上

水利用

現状の流況の維持正常流量に対して不足は生じていない

課 題現 状

阿賀野川

阿賀野川頭首工上流地点
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◆現状と課題（自然環境・空間利用）◆

積極的かつ秩序ある利活
用の拡大

河口部におけるプレジャーボート等の不
法係留

適正・多様な空間（水
面）利活用の促進、環境
学習の場としての活用

合法的占用

散策、スポーツ、釣りや水遊び舟運など
多くの人々が利用

水辺の楽校、水辺プラザ、桜堤の利活用

公園等多くの河川占用

遡上降下の確保構造物により魚介類の行き来が困難

空間利用

ごみの不法投棄
地域住民による河川愛護活動

自治体、ＮＰＯによる清掃活動

河川管理

豊かな自然環境の保全、
多自然川づくり

拡大防止

扇頂部から河口まで多様な動植物の生
息・生育環境を形成

外来種の繁茂

地域住民との連携・協働
した河川管理の推進

自然環境

雄大な河川景観の維持
広大な水面を有した雄大な河川景観を形
成

課 題現 状

阿賀野川


